
　

２　主な業種別のストレスチェック実施状況

　労働者数50人以上の事業場（996事業場）におけるストレスチェックの実施状況を業種別に見ると、製造
業は約90％、保健衛生業は80％を超えているが、それ以外の業種では80％を下回っている。

　　（注）令和５年12月末までに「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を監督署に提出した事業場を集計。

 （注1）対象事業場数は、令和５年３月時点の数値から、その後、廃止又は労働者数が50人未満になった事業場数を除いたもの。
 （注2）実施事業場数は、上記対象事業場が令和５年12月末までに「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を
　　　労働基準監督署に提出してきたもの。

１　メンタルヘルス対策の実施状況（「安全衛生管理活動実施計画書」より）

実施事業場数 実施率

996 839 791 94.3% 826 82.9%

山 梨 労 働 局　

　山梨労働局管内の労働者数50人以上の事業場から提出された「令和５年度安全衛生管理活動
実施計画書」及び「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を集計し、以下
のとおりメンタルヘルス対策等の推進状況結果をまとめた。
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メンタルヘルス対策は、平成27年の法改正

により労働者50人以上の事業場にストレス

チェックの実施が義務付けされる等、メンタ

ルヘルス対策の推進が図られている。

令和５年度の「安全衛生管理活動実施計画

書」の提出があった839事業場（提出率

84.2%）のうち791事業場（94.3%）で、何ら

かのメンタルヘルス対策に取り組んでいた。



２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

884 929 854 774 732 794 807 839

406 374 460 532 533 601 733 779

171 167 237 214 211 228 242 256

19.3% 18.0% 27.8% 27.6% 28.8% 28.7% 30.0% 30.5%

計画書提出事業場数

休業者数合計

休業者あり事業場数

休業者あり事業場割合

４　メンタルヘルス上の理由による休業者の状況

　「安全衛生管理活動実施計画書」でメンタルヘルス不調による休業者が「あり」と回答した事業場は256事
業場（30.5％）となっている。また休業者数の合計は779人で、近年で最も多くなった。

　「安全衛生管理活動実施計画書」でメンタルヘルス対策を実施するにあたり障害となっている理由につい
て、回答のあった20事業場が挙げたのは、「専門スタッフがいない」（10事業場）、「取組み方が分からな
い」（４事業場）、「労働者の関心がない」（４事業場）、「必要性を感じない」（３事業場）、「経費がか
かりすぎる」（２事業場）であった。（複数回答あり）

３　メンタルヘルス対策に取り組む際の問題点
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６　長時間労働者に対する面接指導の実施状況

　「安全衛生管理活動実施計画書」を提出した事業場のなかで、長時間労働者の健康障害防止対策の樹立に関
し安全衛生委員会等で調査審議を行っていると回答したのは70.3％、長時間労働者に対する面接指導の実施体
制があると回答したのは77.4％であった。また、面接指導の実施体制の具体的内容は「自己の労働時間を確認
できる仕組み」が最も多く、次いで「申出窓口の設定」、「面接指導の申出様式の作成」等の順となっている
（複数回答あり）。
　一方、過去１年間において長時間労働者に対する面接指導を実施した事業場は115事業場（実施人数1,363
名）で、面接指導の実施体制ありと回答した事業場の17.7％であった。

５　メンタルヘルス対策の取組内容状況

 　「安全衛生管理活動実施計画書」に記載された取組内容を多い順に見ると、「相談窓口の設置」、「教育研
修の実施」、「衛生委員会の調査審議」、「職場環境改善」、「担当者の選任」、「心の健康づくり計画作
成」、「職場復帰支援プログラムの策定」、「専門スタッフの配置」、「セルフチェック」となっている。
　また「教育研修関係」では、「管理監督者」が最も多くなっているほか、「相談窓口関係」では、「産業
医」が最も多くなっている。
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